
・予定価格に達した見積書の提出がなかった場合、再
度見積合わせを行います。

・１回目の見積合わせ参加者のメールアドレスへ、左
のメールのとおり再見積通知のお知らせを送信しま
す。

・電子入札システムにログインし、再見積通知書を確
認してください。

５ 再度見積合わせの場合について（１／６）



・電子入札システムにログイン後、調達案件一覧画面まで進んでください。
・該当案件の「通知書」欄の「表示」ボタンをクリックしてください。

５ 再度見積合わせの場合について（２／６）



・通知書一覧が表示されます。
・通知書一覧のうち「再見積通知書」をクリックしてください。

５ 再度見積合わせの場合について（３／６）



・再見積通知書が表示されます。
・見積書受付締切日時・開封日時・最低価格を確認し、最低価格を下回る価格で再見積もりする
か辞退するかを選択してください。

・なお、この最低価格とは、１回目の見積合わせで参加業者が提出した見積額のうち、最低の見
積額のことを指します。

５ 再度見積合わせの場合について（４／６）



・調達案件一覧画面に戻り、再見積書を提出するか辞退届を提出するか選択してください。
・再見積書の提出方法は１回目と同じです。
・辞退する場合は「辞退届」欄の「提出」ボタンをクリックしてください。

５ 再度見積合わせの場合について（５／６）



・辞退届提出の際は、連絡先に誤りがないか確認し提出内容確認ボタンをクリックしてください。

５ 再度見積合わせの場合について（６／６）


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6

